
次第・議事内容 
 
Ⅰ 開 会 
 
Ⅱ 挨 拶 
 
Ⅲ 委員紹介 
 
Ⅳ 会⻑挨拶 
 
Ⅴ 薬事業務概要 
 
 （１）薬業推進係 
 
 （２）医薬品指導係（販売指導担当） 
 
 （３）医薬品指導係（生産指導担当） 
 
 （４）薬事研究センター 
 
Ⅵ 議事及び報告（薬務行政の当面する課題など） 
 
 議事１（報告）：特定の機能を有する薬局の認定について 
 
 議事２（報告）：製造業者等の問題検知力及び問題解決力の向上に関するワークショップ

開催について 
 
 議事３（報告）：大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律について 
 
 議事４（報告）：漢方推進プロジェクト事業の実施結果報告について 
 
 議事５（報告）：漢方推進プロジェクト事業における薬事研究センターの取組について 
 
Ⅶ その他 
 
Ⅷ 閉 会 
 
 



＜令和６年度 議事一覧＞ 
議事１（報告）特定の機能を有する薬局の認定について 
 
（趣旨）令和３年８月１日に改正医薬品医療機器等法が施行され、特定の機能を有する薬

局の認定制度が新たに導入されました。薬剤師・薬局を取り巻く状況が変化する中、
患者が、自身に適した薬局を選択できるよう、次の機能を有すると認められる薬局
について、都道府県知事の認定により名称表示を可能とするものです。 

名 称 機 能 
地域連携薬局 入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬

局と連携しながら一元的・継続的に対応できる 
専門医療機関連携
薬局 

がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる
（厚生労働省令で定める傷病の区分ごとに認定。現在の区分は
「がん」） 

医薬品医療機器等法施行令では、都道府県知事の認定に係る事務に、地方薬事審
議会の関与が規定されています。認定の手続きを速やかに進めるために、薬局から
の申請に基づき、県薬務・衛生課において受付・審査・認定までの手続きを完了さ
せ、認定状況を本審議会へ事後報告させていただくことを、令和２年度の本審議会
で了承いただいています。 

これまでの認定状況ですが、令和６年 12 月末時点で、奈良県における地域連携
薬局は 35 件で、専門医療機関連携薬局はまだありません。地域連携薬局について
は、前年度に報告して以降、７件を新たに認定し、２件が廃止されました。新たに
認定した薬局については、基準に適合していることを書類審査で確認し、認定して
おります。また、構造設備及び実績については、認定後、施設に立ち入りし、適合
していることを確認しています。 

 
 

議事２（報告）製造業者等の問題検知力及び問題解決力の向上に関するワークショップ開
催について 

 
（趣旨）厚生労働科学研究「医薬品製造業者等における品質問題事案の発生予防及び品質

の継続的な維持向上に向けた調査研究」（研究代表者：蛭田 修（熊本保健科学大
学 品質保証・精度管理学共同研究講座 特命教授））の一環として、令和 6年 7月
19日に京都府及び奈良県の医薬品製造業者等を対象に開催された「製造業者等の問
題検知力及び問題解決力の向上に関するワークショップ」の結果概要について報告
します。 

 
 

議事３（報告）大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律について 
 
（趣旨）本改正は、大麻草の医療や産業における適正な利用を図るとともに、その濫用に

よる保健衛生上の危害の発生を防止するため、①大麻草から製造された医薬品の施
用等を可能とするための規定の整備、②大麻等の施用罪の適用等に係る規定の整備、
③大麻草の栽培に関する規制の見直しに係る規定の整備等の措置を講じることを目



的に、令和６年１２月１３日に公布されたところです。 
本改正については、段階的に施行されることとなっていましたたが、１段階目が

令和６年１２月１２日に施行され、２段階目の施行についても令和７年３月１日付
けで施行される予定です。本審議会では、令和６年１２月１２日施行された内容を
中心に、令和７年３月１日付けで施行予定となった内容についても報告します。 

 
 

議事４（報告）漢方推進プロジェクト事業の実施結果報告について 
 
（趣旨）漢方推進プロジェクト事業について、本年度、薬務・衛生課で実施した内容につ

いて報告します。 
 
 

議事５（報告）漢方推進プロジェクト事業における薬事研究センターの取組について 
 

（趣旨）漢方のメッカ推進プロジェクトは、大和の生薬である「大和当帰」を中心に高齢
化社会を見据えた「未病」対策及び健康寿命の延伸に寄与するほか六次産業化を目
指す事業として、平成 24年度より実施してきました。約 10年の事業実施を行い、
一定の成果をもとに昨年度終了しました。 
今年度からは、これらの成果を踏まえて、漢方推進プロジェクトと名称変更し、

引き続き取り組んでいます。 
当センターでは、大和の新製剤開発及び大和の生薬の薬効研究と国産生薬品質確

保の３事業を担当しています。 
３つの事業について、今年度の事業内容、これまでの成果・実績及び今後の取組

目標について報告します。 


